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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成22年12月15日に提出いたしました第64期中(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)半

期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、半期報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

(参考)提出会社の固有指標等 

(２) ソルベンシー・マージン比率 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】 

第２ 【事業の状況】 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(参考)提出会社の固有指標等 

 (２) ソルベンシー・マージン比率 

 (訂正前) 

 保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、中間純利益の計上により資本金等が増加

したこと、及びその他有価証券の含み損益が改善したこと等により、分子であるソルベンシー・マージ

ン総額が増加したため、当中間会計期間末で729.6％となり、前事業年度末の702.1％から27.5ポイント

増加しました。 

 項目 
当中間会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前事業年度末 

(平成22年３月31日) 

 ソルベンシー・マージン総額  (Ａ)(百万円) 539,175 531,749

 資本金等  (百万円) 197,808 185,862

 価格変動準備金  (百万円) 5,230 4,200

 危険準備金  (百万円) 36,000 38,100

 一般貸倒引当金  (百万円) 197 218

 
その他有価証券の評価差額×90％ 

(マイナスの場合100％) 
(百万円) 58,640 48,073

 
土地の含み損益×85％ 

(マイナスの場合100％) 
(百万円) △ 48,759 △ 43,743

 全期チルメル式責任準備金相当額超過額 (百万円) 125,350 126,930

 負債性資本調達手段等 (百万円) 161,100 163,500

 控除項目  (百万円) △ 5,000 ―

 その他  (百万円) 8,607 8,607

 リスクの合計額   
(Ｂ)(百万円) 147,798 151,467

 

 保険リスク相当額
 

 

(百万円) 26,247 27,122

 第三分野保険の保険リスク相当額
 

 

(百万円) 9,557 9,844

 予定利率リスク相当額
 

 

(百万円) 36,294 36,993

 資産運用リスク相当額
 

 

(百万円) 76,931 78,935

 経営管理リスク相当額
 

 

(百万円) 5,214 5,349

 最低保証リスク相当額
 

 

(百万円) 24,788 25,434

ソルベンシー・マージン比率 

    (Ａ)    
×100 

(％) 729.6 702.1

 (１／２) × (Ｂ) 

 (注) １ 上記は、保険業法施行規則第86条、第87条及び平成８年大蔵省告示第50号の規定に基づいて

算出しています。(「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」は告示第50号第１条第３項第

１号に基づいて算出しています。) 

     ２ 「最低保証リスク相当額」は、標準的方式を用いて算出しています。 



(訂正後) 

 保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、中間純利益の計上により資本金等が増加

したこと、及びその他有価証券の含み損益が改善したこと等により、分子であるソルベンシー・マージ

ン総額が増加したため、当中間会計期間末で733.3％となり、前事業年度末の702.1％から31.2ポイント

増加しました。 

 項目 
当中間会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前事業年度末 

(平成22年３月31日) 

 ソルベンシー・マージン総額  (Ａ)(百万円) 539,175 531,749

 資本金等  (百万円) 197,808 185,862

 価格変動準備金  (百万円) 5,230 4,200

 危険準備金  (百万円) 36,000 38,100

 一般貸倒引当金  (百万円) 197 218

 
その他有価証券の評価差額×90％ 

(マイナスの場合100％) 
(百万円) 58,640 48,073

 
土地の含み損益×85％ 

(マイナスの場合100％) 
(百万円) △ 48,759 △ 43,743

 全期チルメル式責任準備金相当額超過額 (百万円) 125,350 126,930

 負債性資本調達手段等 (百万円) 161,100 163,500

 控除項目  (百万円) △ 5,000 ―

 その他  (百万円) 8,607 8,607

 リスクの合計額   
(Ｂ)(百万円) 147,049 151,467

 

 保険リスク相当額
 

 

(百万円) 26,247 27,122

 第三分野保険の保険リスク相当額
 

 

(百万円) 9,557 9,844

 予定利率リスク相当額
 

 

(百万円) 36,294 36,993

 資産運用リスク相当額
 

 

(百万円) 76,181 78,935

 経営管理リスク相当額
 

 

(百万円) 5,192 5,349

 最低保証リスク相当額
 

 

(百万円) 24,788 25,434

ソルベンシー・マージン比率 

    (Ａ)    
×100 

(％) 733.3 702.1

 (１／２) × (Ｂ) 

 (注) １ 上記は、保険業法施行規則第86条、第87条及び平成８年大蔵省告示第50号の規定に基づいて

算出しています。(「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」は告示第50号第１条第３項第

１号に基づいて算出しています。) 

     ２ 「最低保証リスク相当額」は、標準的方式を用いて算出しています。 

 

 




